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1. 流域の概要 
重信川
しげのぶがわ

は、愛媛県中央部に位置する幹川流路延長 36 ㎞、流域面積 445 ㎞ 2の一級河川である。

その流路は、愛媛県東温市
え ひ めけ んと うお んし

、今治市
い ま ばり し

、西条市
さいじょうし

の市境に跨る東三方ヶ森
ひがしさんぽうがもり

（標高 1,233m）を水源とし、

東温市内を南西に流れ、松山平野に出る。その後、表
おもて

川
がわ

を合流後、向きを西に変え、拝
はい

志
し

川
がわ

、砥部
と べ

川
がわ

、内川
うちかわ

及び石手
い し て

川
がわ

等の支川を合わせつつ流れ、伊予灘に注ぐ。  

重信川沿いには四国最大の都市で県庁所在地でもある松山市をはじめとする 3 市 2 町があり、

約 64 万人の人口が集中している。また、この地域は化学繊維を中心にした化学工業が盛んで、道

後温泉等の観光施設も多く、愛媛県の社会、文化、経済の中核となっている。 

流域の土地利用は、山地部が 70％を占めており、平地の 30％のうち 20％が農地であり、市街

地が残りの 10%を占める。 

重信川は河口から約 17km の区間を、石手川は重信川合流点から約 3km の区間を、石手川ダム

は約 6 ㎞の区間を国管理区間として国土交通省が管理している。 

表 1.1 重信川流域の概要 

項  目 内    容 

流域面積 445km2 

流路延長 

幹川流路延長 36 ㎞、法河川延長 265.7 ㎞ 

 ・法河川延長のうち直轄管理区間 26.2 ㎞（以下内訳） 

  重信川本川 17.2 ㎞、石手川 9.0 ㎞（石手川のうち石手川

ダム 5.7 ㎞） 

流域関係市町 

（ ）内は H22 国勢調査人口 

松山市（517,231 人）、伊予市（38,017 人）、東温市（35,253 人）、

松前町（30,359 人）、砥部町（21,981 人） 

流域内人口 約 244,000 人（平成 17年度河川現況調査） 

想定氾濫危険区域内人口 約 336,000 人（平成 17年度河川現況調査） 

年平均降雨量 約 1,300mm 

流域の主な産業 化学工業、製造業、農業 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.1 重信川流域図 

重信川流域 
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【地形・気象】 

重信川流域は、東から西へと広がる沖積平野と北部、南部の山地に分けられる。重信川下流

の沖積平野は重信川本川のほか、支川からの土砂流出の影響を受け、複雑な地形となっている。 

氾濫域の地形特性としては、氾濫区域は流域外の人口・資産が集中している区域まで広がっ

ていること、地盤高が重信川の計画高水位より低く、潜在的に堤防決壊による被災の危険性を

有していることが挙げられる。 

重信川流域平野部の年平均降水量は 1,300mm 程度であり、梅雨期と台風期に多く降っている。 
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図 1.2 重信川流域地形図 

図 1.6 松山気象台の年間降水量(H5～H25) 

図 1.4 松山及び高知気象台の 

     月別平均雨量(H5～H25)

図 1.5 重信川流域の年平均降水量分布図 
（気象庁アメダス平均値[統計期間：S56～H22]） 
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出典：人口・世帯数：国勢調査、H22 以降は愛媛県統計課資料 

  ：製造品出荷額、事業所数、従業者数は工業統計 

注)製造品出荷額、事業所・従業者数は流域関係市町の合計値 

2. 流域の社会情勢の変化 
2.1 地域開発状況の変化 

(1) 地域の概況 

重信川氾濫域は、四国の中枢都市であり、愛媛県

の県庁所在地でもある松山市街地を包含し、国内外

に定期便のある松山空港や南北に通過するＪＲ予

讃線、都市間の主要幹線道路である松山自動車道、

一般国道 11 号、33 号、56 号等が集中する交通の要

衝となっている。 

また、氾濫域内には、炭素繊維で世界１位の企業

や、繊維、化学製品で知られる企業など、国内外で

トップシェアを誇る重化学企業の工場が存在して

いる。 

(2) 河川整備計画策定（平成 20 年 8 月）以降の変化 

流域関係市町の人口は、平成 17 年まで増加を続けてきたが、現在は横ばいとなっている。

景気低迷の影響で平成 17 年まで減少傾向であった製造品出荷額、事業所従業員数も、現在は

やや持ち直し、横ばいとなっている。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な製品 特 徴 

炭素繊維 
（ゴルフクラブのシャフ

ト、テニスラケットのフ

レーム、飛行機の機体等）

世界シェア 31%（世界 1 位） 

 
 
 
 
 

ポリカーボネート 
（ＣＤ・ＤＶＤ用の素材）

世界シェア約 70%（世界 1 位） 
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図 2.1 重信川流域における 

    基幹交通施設の状況 

図 2.3 流域関係市町の製造品出荷額の推移 

図 2.4 流域関係市町の事業所・従業者数の推移
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図 2.2 流域関係市町の人口・世帯数の推移 
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2.2 近年の洪水等による災害の発生の状況 

(1) 洪水による災害の発生 

昭和 18 年 7 月台風による激甚な被害を契機として昭和 20 年より国による河川改修事業に

着手し、これまでの治水事業によって、堤防整備率は約 91％と高い水準にある。しかし、平

成 7 年 7 月洪水や平成 13 年 6 月洪水などで局所的な深掘れにより護岸崩壊等の施設被害が

発生している。 

(2) 河川整備計画策定（平成 20 年 8 月）以降の状況 

河川整備計画策定以降、近年においても洪水規模の大小を問わず、平成 22 年 7 月洪水（梅

雨前線）、平成 25 年 9 月洪水（台風 17 号）等において護岸崩壊等が発生している。 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.5  過去の洪水における施設被害状況写真（重信川） 

 

平成 7 年 7 月洪水(14.6k 右岸付近) 平成 13 年 6 月洪水(14.4k 左岸付近)

平成 21 年 7 月洪水(14.1k 左岸付近) 平成 22 年 7 月洪水(7.4k 左岸付近) 

河川整備計画策定 
（平成20年8月）以降
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表 2.2 過去の浸水被害実績（重信川） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日雨量 流量 日雨量 流量

mm/日 m3/s mm/日 m3/s

S18. 7.23 297
3,180
(推定)

306
770

(推定)
低気圧番号20

・土佐沖より北上した台風の進行速度は極めて遅く
　7月21日より24日に至る4日間豪雨が続き、松山
　(気)雨量は松山地方の年平均雨量の約5ヶ月に相
　当する540mmの雨量となり、観測史上最大洪水と
　なった
・堤防決壊徳丸外7箇所、耕地流失埋没約1,730ha、
　家屋浸水約12,500戸、その他、道路、鉄道等の
　被害甚大

S20.10. 9 140
1,040
(推定)

153
250

(推定)
低気圧番号4

阿久根
あ く ね

台風

・S20年9月枕崎台風に続き、本台風が松山通過
・前台風で緩んでいた堤防は各所で決壊
・耕地流失埋没約720ha、浸水家屋約11,200戸

S45. 8.21 125 1,400 140 330 台風10号 ・浸水家屋等248戸

S49. 9. 1 148 1,000 169 120 台風16号 ・浸水家屋等135戸

S51. 9.11 162 1,210 136 170 台風17号 ・浸水家屋等209戸

S54. 6.30 134 970 161 370 梅雨前線
・石手川筋の橋梁の損壊等の被害を生じた
・浸水家屋等1,086戸

S62.10.17 178 1,040 245 210 台風19号 ・浸水面積900ha

H元. 9.19 86 1,120 72 70 台風22号 ・浸水家屋等1戸

H 5. 9. 4 144 930 119 100 台風13号 ・浸水家屋等1戸

H 7. 7. 4 173 930 173 150 梅雨前線 ・浸水家屋等6戸

H 8. 7.19 148 1,250 161 290 台風6号 ・浸水家屋等5戸

H10.10.17 175 1,990 178 330 台風10号
・浸水面積11ha、浸水家屋107戸、家畜被害、
　公共施設被害等

H11. 9.15 131 1,640 120 230 台風16号 ・土砂災害170戸、浸水家屋等32戸

H13. 6.18 229 2,240 239 260 梅雨前線
・出合地点流量は戦後最大を記録した
・浸水家屋等443戸

H16.10.20 137 1,150 116 170 台風23号 ・浸水被害74戸

H22. 7.12 163 1,040 163 140 梅雨前線 ・浸水被害84戸、土砂災害(愚陀佛庵崩壊)

H23. 9.20 144 1,117 127 125 台風15号 ・被害なし

H25. 9. 4 117 1,324 91 153 台風17号 ・床下浸水75戸、床上浸水5戸

H26. 8.10 84 927 83 129 台風11号 ・床下浸水1戸

出合
であい

地点 湯渡
ゆわたり

地点

洪　水　状　況　・　被　害　状　況気象要因洪水名

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)2)

2)

1)

注1) 被害状況は水害統計による(ただし、昭和18年及び昭和20年は、河川総覧各論 重信川水系 昭和31年10月 建設省
中国四国地方建設局、 平成16年及び平成22年は愛媛県調べ) 

注2) 速報値 

河川整備計画策定 
（平成20年8月）以降
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3. 地域の意向 
3.1 地域の要望 

国土交通省は、重信川・石手川の氾濫区域にある松山市、伊予市、東温市、松前町、砥部町の

３市２町を構成員とする｢重信川・石手川治水同盟会｣並びに｢四国治水期成同盟連合会｣から、毎

年、重信川及び石手川に関わる河川整備の促進について要望を受けている。 

■｢重信川・石手川治水同盟会｣｢四国治水期成同盟連合会｣の要望項目（平成 26年度） 

①堤防補強等の整備促進 

②ＪＲ石手川橋梁の改築を含む流下能力確保対策の促進 

③霞堤からの浸水被害防止対策 

④洪水や大規模地震に対するソフト対策並びに危機管理体制の充実 

⑤水と緑のネットワーク形成のための自然再生事業の促進 

 

3.2 地域との連携 

地域住民を対象とした水生生物調査や水質調査、出前講座、一斉清掃活動などを実施し、自然

体験活動などを通じて将来を担う子どもたちの環境教育への積極的な支援や、上下流の地域連携

など地域社会の連携を築く河川愛護活動ならびに地域住民の重信川に関する関心を高め、治水、

利水、環境、防災等についての知識・理解を深める様々な活動を行っている。 

また、河川協力団体（平成 25 年度国土交通省創設）として、平成 26 年４月 24 日に指定され

ている「重信川の自然をはぐくむ会（平成 15年 1月設立）」については、国などの関係機関と連

携しつつ、重信川クリーン大作戦など重信川の自然を取り戻す様々な幅広い活動を行っている。 
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図 3.1 河口ヨシ原再生箇所での自然観察会 

図 3.3 重信川まるごと探検隊（水難事故防止訓練）

図 3.5 合同水防工法訓練 

図 3.2 水生生物調査 

図 3.4 ダム見学会 

図 3.6 重信川クリーン大作戦 
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4. 事業の進捗状況 
4.1 河川整備計画の主なメニュー（平成 20 年 8 月策定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1 事業実施箇所の位置図 
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表 4.2 河川整備計画の主なメニュー 

分野 河川整備計画の主なメニュー 個別整理 

治水 堤防整備（霞堤） №１ 

ＪＲ石手川橋梁の改築及び堤防補強 №２ 

局所的な深掘れ対策 №３ 

堤防漏水対策 №４ 

大規模地震への対応 №５ 

防災関連施設の整備  

環境 水と緑のネットワークの確保 

（霞堤の環境再生、水辺植生の保全、再生） 
№６ 

ヨシ原等の水辺植生の保全、再生（河口ヨシ原再生） №７ 

河川空間の利用と整備  

維持管理 河道の維持管理（河床の維持掘削、整正） №８ 

河道内樹木の維持管理（樹木伐採の実施・伐木処理） №９ 

重信川・石手川における効率的かつ効果的な維持管理  

流木処理や堆砂排除の実施 №１０ 

河川の適正な利用及び正常な機能の維持 №１１ 

河川環境の保全、維持管理、河川空間の適正な利用  

地域住民と協力した河川管理  

 

 

4.1 主なメニューの進捗状況等 

上記メニュー中の主要な 11 事業について、進捗状況等を個別整理した結果を以下に示す。 
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重信川の堤体盛土材料は主に砂礫質土で構成されており、また、
扇状地河川であるため、基礎地盤も砂礫質土となっています。砂
礫質土は一般的に透水性が高く、洪水時に漏水発生により堤防の
決壊を招き、はん濫被害が発生する可能性があります。

このため、河川堤防設計指針等に基づき、堤防の浸透に対する
安全性の点検を行い、目標とする安全性が未だ確保されていない
区間については、堤防の決壊や、これに伴い発生するはん濫被害
の防止に向け以下のような対策を実施します。

4．堤防漏水対策

今後の予定

実施と達成

整備計画策定時（H20.8)に未点検であった4.9km区間の点検を実施

し、点検が必要な区間42.7kmの点検を完了させました。

その結果、16.7㎞の区間で堤防の強化が必要と判断され、これまで

に石手川左岸の対策に着手しています。

今後は堤防漏水の発生状況を注視しつつ、被災履歴、被災規模、現

在の堤防が有している背後地の社会条件等も考慮して、必要な対策を

実施します。

堤防漏水対策の進捗状況位置図

事業の概要

洪水を安全に流下させるための対策

堤防漏水対策の工事方法の例

川 側 断 面 拡 大 工 法 ：

川側堤防斜面遮水工法：

ブ ラ ン ケ ッ ト 工 法 ：

川 側 遮 水 工 法 ：

居住地側堤防斜面置換工法：

堤防断面を透水しにくい材料により大き
くして、河川水を浸透しにくくする。
川側堤防斜面を護岸等により被覆するこ
とで、河川水を浸透しにくくする。
河川敷を浸透しにくい材料（主として粘
土質材料）で被覆することにより、河川
水が基礎地盤へ浸透しにくくする。
川側堤防斜面下端等に止水矢板等により
遮水壁を設置することにより、河川水が
基礎地盤へ浸透しにくくする。
堤体の居住地側堤防斜面下端にせん断強
度の大きい材料で置き換え、堤体の安定
性を増加させる。
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S49.9洪水による土砂流出
(石手川ダム流入量：戦後第2位)

S54.7洪水による土砂流出
(石手川ダム流入量：戦後第3位)

堆砂排除量
約29万m3

石手川ダム累積堆砂量の経年変化

1,171千m3

953千m3

S56

H19

1,280千m3

902千m3

989千m3

770千m3

10．流木処理や堆砂排除の実施

ダムの維持管理

今後の予定

実施と達成

石手川ダムでは、貯水池の水質保全や、放流施設の機能確保、ダ
ム貯水容量の確保を目的に、貯水池上流での流木処理や堆砂排除を
実施しています。

また、除去した流木や堆砂については、有効利用の観点で流木の
無償配布や公共事業への積極的な利用を実施しています。

堆砂については、平成19年度末時点では計画比堆砂量300m3／年／km2を越
えていましたが、近年は流入土砂量が落ち着いていること並びに堆砂排除に
より、平成25年度末時点では計画比堆砂量に近づいています。

発生した排除土については、重信川の高水敷整備への活用を図るほか、他
事業とも調整を行い有効利用を行っています。

流木処理により除去した流木（約1,100m3）は、地域の皆様へ無償配布を
行い、有効利用を行っています。

今後も、適切な維持管理を行うとともに、除去した流木や堆砂につ
いては有効利用に努めます。

事業の概要

貯砂ダム 堆砂排除の状況

流木処理の状況

堆砂排除土の他事業搬入の状況流木無償配布の状況

累積堆砂量
実績堆砂量
堆砂排除量
計画堆砂量

H25
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5. 事業進捗の見通し 
5.1 当面の段階的な整備の予定 

(1) 治水 

・洪水を安全に流下させるための対策のうち、重信川の堤防整備（霞堤）は平成 26年度に

完了である。また、石手川のＪＲ橋梁の改築及び堤防補強は、平成 29 年度までに完了す

る予定である。 

・局所的な深掘れ対策は、整備必要区間 24.1km のうち、河川整備計画期間中において優先

的に整備する 5.9km 区間については、平成 29 年度に完了する予定である。 

・堤防漏水対策は、対策必要区間 16.7km のうち、約 0.1km について対策済みであり、今後

は、漏水の発生状況などを注視し実施する予定である。 

・大規模地震への対策については、点検を行った結果、堤防の対策は必要ない。一方、樋

門の対策必要箇所は 3 箇所となり対策を平成 25年度までに実施した。今後は、最大クラ

スの津波による浸水被害が想定されているため、地方公共団体と連携し減災に向けたソ

フト対策を検討する予定である。 

 

(2) 利水 

・渇水時の被害を最小限に抑えるため、「石手川渇水調整協議会」によりダム貯水率の変動

及び降雨の状況を考慮した取水制限の取り組みや広報について臨機に対応しており、今

後も継続して実施する予定である。 

 

(3) 河川環境 

・「水と緑のネットワーク」の確保は、松原泉の再生が平成 18 年度に、広瀬霞湿地環境の

再生が平成 19年度に完了し、湿地性植物が生育するとともに、魚類などの生物が回復し

つつある。今後は開発霞を対象に湿地環境の再生を実施する予定である。 

・水辺植生の保全・再生は、河口ヨシ原の再生事業が重信川 0.8k～1.0k 右岸付近において

平成 23 年度に完了し、オオヨシキリの繁殖やカニ類の生息場として機能している。今後

は経過観察しながら必要に応じて対策を検討する予定である。 
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土砂の移動による河床低下

上流土砂の移動によるゆるやかな堆積

全川において概ね安定傾向

6. 河川整備に関する新たな視点 
6.1 河床変動対策 

(1) 近年の河床変動状況を踏まえた河床変動対策 

重信川では昭和 42 年以前に実施された砂利採取等の影響で河床低下が進行した。昭和 42

年から平成 3 年にかけて上流部の土砂移動による河床低下及び下流部におけるゆるやかな堆

積が生じた。平成に入ってからは大きな変動はなく、河川整備計画策定時には河床の縦断形

状は安定傾向であった。一方、河床の横断形状は、下流部ではみお筋が固定化して深掘れが

進行するとともに、中上流部ではみお筋が変化して全川的に深掘れ箇所が発生する状況であ

った。 

河川整備計画策定以降の河床変動状況を見ると、河床の縦断形状は明らかに下流で堆積、

上流で洗掘傾向を示し、土砂動態面での変化が認められた（図 6.1 参照）。横断形状からは従

来対策の優先度が低い区間で河岸侵食が進行する他、平面的にはみお筋の変化による新たな

深掘れ箇所が発生している。このようなことから、近年でも洪水規模にかかわらず、河岸・

護岸崩壊が発生している（図 6.2 参照）。また、下流区間では河床堆積による流下能力不足が

危惧される（図 6.3 参照）。 

以上の河床変動現象への対策を効率的かつ効果的に実施するため、河床変動の要因及び予

測分析を実施したうえで、今後の河道管理方策について幅広く検討するとともに、優先的に

実施すべき局所的な深掘れ対策箇所及び工法を検討する。 
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上流で河床低下傾向
中流～下流で堆積傾向であるが、
局所的に低下している箇所も見られる

図 6.1 平均河床高の経年変動量 
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図 6.2  みお筋（最深河床位置）の変化  

12.0k 左岸の護岸被災状況（H26.8 洪水）

14.1k 左岸の河岸侵食状況（H21.7 洪水）
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7.4k 左岸の護岸崩壊状況（H22.7 洪水） 

凡例 
：H13 年以前の最大移動幅 
：H13 年の最深河床位置 
：H25 年の最深河床位置 
（局所的な深掘れ対策） 
：整備計画期間中に優先的に整備する区間 

    ：整備必要区間 
   ：対策不要区間 

背景図は国土地理院の数値地図 25000（地図画像）『松山』を使用 
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図 6.3 重信川水位縦断図 
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井門霞堤出合橋

伊予鉄橋梁

ＪＲ橋梁

四国縦貫自動車道

7.4k～8.4k の土砂堆積により

水位が上昇している 

2.4k～3.2k の土砂堆積により水

位が上昇し、ＨＷＬに迫る 

3.4k

8.2k 

5.6k～6.4k の土砂堆積により

水位が上昇し、ＨＷＬに迫る 

6.2k

    ＨＷＬ 

    整備計画流量 

(Ｈ13 河道) 

       整備計画流量 

(Ｈ25 河道) 
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    ＨＷＬ 
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(Ｈ13 河道) 
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(Ｈ25 河道) 
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    整備計画流量 
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       整備計画流量 

(Ｈ25 河道) 

    Ｈ13 河道 

    Ｈ25 河道 

3.2k：0.13ｍ堆積 

6.0k：0.46ｍ堆積

8.2k：0.26ｍ堆積 

H.W.L 

HWL と H25 河道水位の差 0.19m 

HWL と H13 河道水位 
の差 0.37m 

H.W.L

HWL と H25 河道水位の差 0.32m 

HWL と H13 河道 
水位の差 0.73m 

H.W.L

HWL と H25 河道水位の差 0.81m 

HWLとH13河道水位
の差 1.24m 
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7. 河川整備計画の点検結果 
7.1 点検結果のまとめ 

重信川水系河川整備計画が策定されたのは平成 20 年 8 月であり、6 年余りが経過している。

今回、流域の社会情勢の変化状況等を確認し、平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災からの教

訓も念頭に、同計画の進捗状況等について点検を実施した。その結果をまとめると以下のとおり

である。 

 

(1) 治水に関する河川整備 

・堤防整備（霞堤）の進捗が確認できた。 

・ＪＲ石手川橋梁の改築及び堤防補強に向けて、整備が着実に進捗していることが確認で

きた。 

・局所的な深掘れ対策について整備計画期間内に優先的に整備する区間での進捗が確認で

きた。しかし、近年でも洪水規模の大小を問わず、護岸崩壊等が発生している。 

・堤防漏水対策は、対策に着手していることが確認できた。 

・大規模地震対策については点検を実施し、樋門耐震化の進捗が確認できた。 

・今後とも、同計画に定められた治水に関する河川整備を継続して実施する必要がある。 

 

(2) 利水に関する河川整備 

・渇水時には被害を最小限に抑えるため「石手川渇水調整協議会」によりダム貯水率の変

動及び降雨の状況を考慮した取水制限の取り組みや広報について臨機に対応しているこ

とが確認できた。 

・今後とも、同計画に定められた利水に関する取り組みを継続して実施する必要がある。 

 

(3) 河川環境に関する河川整備 

・松原泉再生箇所や広瀬霞の湿地環境再生箇所で「水と緑のネットワーク」が形成されつ

つあることが確認できた。 

・河口付近のヨシ原再生箇所および中州では、ヨシ群落の面積が増加・回復していること

が確認できた。 

・今後とも、同計画に定められた河川環境に関する河川整備を継続して実施する必要があ

る。 

 

7.2 今後の進め方 

以上のとおり、重信川水系河川整備計画に定められた河川整備を継続して実施する必要がある

ことが確認できた。さらに、下流区間における堆積等の河床変動、局所的な深掘れ、護岸崩壊等

が発生していることから、河床変動の要因及び予測分析を実施したうえで、今後の河道管理方策

について幅広く検討するとともに、優先的に実施すべき局所的な深掘れ対策箇所及び工法を検討

する必要がある。 

以上 
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